
１．はじめに

高齢者が住みなれた地域でサービスを受けながら、自

立した生活を送れることを理念として 2000 年に施行さ

れた介護保険制度では、住宅改修制度が高齢者の生活を

幅広く支えるサービスとして位置付けられた。

介護保険制度による住宅改修の内容を検討する過程で、

居住者と専門職種の橋渡しをする役割を担っているのが

ケアマネジャー（介護支援専門員）である。居住者にと

って効果の高い住宅改修を行うためには、ケアマネジャ

ーが居住者の要望を充分に聞くとともに、医療・保健・

福祉の専門職種や、改修を行う工務店などの建築関係の

専門職種と積極的に連携を図り、情報交換することが重

要と考えられる。

しかしながら、住宅改修過程での専門職種間の連携は

充分に機能していないことが指摘注1）されている。また、

介護保険の制度開始時から、他の専門職種と連携して住

宅改修を行うことに負担感を持っているケアマネジャー

が少なくない点が既往研究 8）-10）で明らかにされている。

住宅改修過程でのケアマネジャーと専門職種間の連携を

促進していくためには、ケアマネジャーの視点から、他

の専門職種との連携の実態を明らかにし、その問題点を

把握することが重要な課題と考えられる。

また、2006年4月の介護保険制度の見直し注2）により、

住宅改修過程での問題の抑制を目的に、住宅改修制度が

事前申請注3）となり、「住宅改修を必要とする理由書」注4）

（以下、理由書）の新たな様式が提示された。新たな理

由書は改修内容の具体化 11）12）や改修目的動作の確認行

為を促す 13）効果があることが報告されている。さらに、

新たな理由書では、改修内容を従来よりも詳細に記入す

る必要があり、それに充分に対応するためには、ケアマ

ネジャーが医療・保健・福祉や建築などの専門職種と意

見交換して必要な情報を得ることが求められる。その点

を踏まえると、新たな理由書は、ケアマネジャーと専門

職種間の相互の情報交換や連携を促す効果を間接的に持

っているのではないかと考えられる。

そこで本研究では、ケアマネジャーに視点を置き、１）
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ケアマネジャーの置かれている環境と住宅改修過程での

専門職種関の連携の実態、２）ケアマネジャーの新たな

理由書の使用に対する評価を明らかにし、住宅改修過程

でのケアマネジャーと専門職種間の連携の課題を検討す

ることを目的とする注5）。

２. 大阪府下のケアマネジャーの現状

ケアマネジャーの研修試験注 6）は、1998 年よりはじま

った。第9回（2007年）の試験および研修終了後の時点

で、大阪府には28720名のケアマネジャーが登録されて

いる。ケアマネジャーの研修試験受験には、医療福祉関

係の資格が必要であるが、その職種は、看護師が26.6％、

介護福祉士26.0％で、それ以外の資格はいずれも6％未

満である（図1）。

ケアマネジャーの勤務する事業所の状況を大阪府介護

サービス情報公表センターが公開している大阪府介護サ

ービス情報公表システム 16）のデータを用い整理した。

2007 年 12 月 8 日の段階で大阪府には、ケアマネジャー

を配置する必要のある居宅介護支援サービス事業所が

2421箇所登録されており、常勤が5449名、非常勤が1445

名、合計6894名が勤務していた（表１）。

実際に勤務しているケアマネジャーは、介護支援専門

員実務研修受講試験に合格し、大阪府に登録している者

のうち 24％であった。ケアマネジャー業務の専従者は

5121 名、他の業務と兼務している非専従者は 1773 名で

全体の25.7％を占めていた。さらに、ケアマネジャーが

1 名のみ勤務している事業所は 671 箇所あり、全体の

27.7％であった。このように、非常勤の身分や一人職場

で勤務するケアマネジャーが少なくない点を踏まえて、

以下のアンケート調査の結果を考察する。

３．研究方法

居住者や専門職種との連携の中心的な役割を担ってい

るのがケアマネジャーである。そこで、大阪府内下で居

宅のケアプランを作成しているケアマネジャーを対象に

2007年 10月に質問紙調査注7）を行った。配布数179、回

収127（回収率70.9％）であった。質問紙調査から、住

宅改修過程でのケアマネジャーと専門職種間の連携にお

ける問題点と課題を明らかにする。

さらに質問紙調査を補完するために、過去に住宅改修

を実施し、住宅改修時の状況と現在の様子が確認できる

8 件の居宅に、2008 年 7 月～8 月の期間に面接形式での

訪問調査を行った。居住者の視点から住宅改修過程での

ケアマネジャーと専門職種との連携状況を確認すること

により、ケアマネジャーと専門職種間の連携の課題を明

らかにする。

３．ケアマネジャーと専門職種間の連携の課題と内容

3-1 調査対象者の概要

調査対象のケアマネジャーは 127 名で、内訳は男性

8.6％（11名）、女性90.5％（115名）であった。年齢構

成は、30 歳未満が 4.8％、40 歳以上が 74％を占め、50

歳以上は22.2％であった。また、介護支援専門員実務研

修受講試験の受験に際した資格は、看護師・准看護師が

28.3％、介護福祉士が52.0％を占めていたことから、回

答者は介護福祉士と看護師を基盤とするケアマネジャー

が中心であった。

3-2 これまでに発生した住宅改修での問題とその原因

過去に何らかの住宅改修の問題を体験しているケア

マネジャーは、49.5％と約半数を占めた。これまでに住

宅改修過程で発生した問題については、「改修部分・箇所

が使用・活用されなかった」に問題経験者の66.7％が回

答した。次いで、「改修部分・箇所に事故が発生した」が

38.9％、「対象者の生活機能では必要のない付加的な工事

になった」が35.2％であった（図2）。これらから、住宅

改修の問題は、改修部分が使用されなかった、事故の発

生、必要のない工事など改修部分が充分に機能していな

いケ－スが多いことがわかる。

表１ 大阪府への登録者と勤務状況（2007年 12月 8日時点）
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図１ 介護支援専門員試験の合格者の受験時の資格（2008

年 10 月時点）注：その他には、義肢装具士、精神保健福祉
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図３ ケアマネジャーが捉える住宅改修での問題の原因
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図２ 発生した住宅改修過程での問題とその発生割合

発生した問題の原因は、「対象者の疾患・病状・障害

の変化」が問題経験者の 87％を占め、「家族や対象者の

強い要望」が 66.7％であった。それらに比べると、「施

工業者との確認不足」や「住宅改修方法の検討時間の不

足」は40％前後とやや少なかった（図3）。

3-3 住宅改修確認訪問における専門職種間の連携

住宅改修前後における専門職種との同行訪問状況を比

較した結果、住宅改修後の専門職との同行訪問が有意に

少ないことが明らかになった(図 4)。

ケアマネジャーは、医療・保健・福祉職を中心とした

いずれかの資格を有している。所有する資格により、専

門職種間の連携範囲に違いがでると思われる。そのため、

研修試験の際に受験資格にした職種を看護師・准看護師、

介護福祉士、その他の３つに分け、住宅改修過程での同

行訪問職種および住宅改修前後の専門職種との同行訪問

の実施状況の比較を行った。

住宅改修過程での同行訪問職種は、ヘルパー・介護福

祉士との訪問が、その他（42.9％）と介護福祉士（26.7％）

に比べ看護師・准看護師（2.9％）が少なく有意な差があ

った。他の専門職種との訪問に関しては、統計的な差は

見られなかった。

受験資格別に住宅改修後の専門職種との同行訪問の実

施状況の比較を行うと、看護師・准看護師が専門職種と

の同行訪問の実施が有意に少なかった(図 5)。

同行訪問の実施状況は勤務状況に影響を受けると推察

されるため、受験資格別にケアマネジャーとしての実務

経験年数と受験資格別に勤務形態の比較を行った。

受験資格別ケアマネジャーとしての実務経験平均年数

は、看護師・准看護師は4.89年、介護福祉士が3.30年、

その他が4.57年となり、看護師・准看護師、その他が有

意に高い値を示した。

受験資格別の勤務形態の比較では、非常勤の占める割

合が看護師・准看護師30.6％、介護福祉士13.6％、その

他 9.1％と有意な差は見られなかったが、看護師・准看

護師において非常勤の占める割合が高かった。

以上より、ケアマネジャーの受験資格による専門職種

との連携範囲の違いはさほど見られなかった。連携の実

施状況では、看護師・准看護師が住宅改修後の専門職種

との同行訪問の実施が少ない結果となった。看護師・准

看護師はケアマネジャーとして経験が長く、事業所内で

の管理等の役割が増えていること、また非常勤での勤務

が多く、確認作業に時間が取れないことが同行訪問の実

施が少ない原因と推測される。

3-4 ケアマネジャーの所属からみた専門職種間の連携

住宅改修過程でケアマネジャーと専門職種との連携は、

勤務する事業所の環境により違いが出ると思われる。そ

こで、事業形態を医療法人、社会福祉法人、その他の３

つに分け、併設サービスの設置状況、住宅改修過程での

図４ 住宅改修前後での専門職種との同行訪問状況
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図５ 受験資格別住宅改修後の専門職種との同行訪問状況
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同行訪問職種の比較を行った。

事業形態別の併設サービスの設置状況は、医療法人で

は訪問看護、社会福祉法人では訪問介護・通所サービス・

ショートステイ・特定施設・施設サービス、その他では

福祉用具貸与販売の設置率が有意に高かった（図6）。

事業形態別の住宅改修過程での同行訪問職種は、リハ

ビリテーション職種は医療法人、建築工務店は医療法人、

その他との連携が多く有意な差があった（図7）。

以上より、ケアマネジャーが勤務する事業所の事業形

態によって併設サービスの設置状況と住宅改修過程での

同行訪問職種に違いがあった。社会福祉法人において、

リハビリテーション職種と建築工務店との連携が少なか

った。リハビリテーション職種が居宅へ訪問する方法と

して、現状の介護保険制度では医療機関と訪問看護ステ

ーションからの訪問リハビリテーションを行う他ない。

それらを踏まえると、社会福祉法人では訪問看護ステー

ションの設置が少なく、勤務する事業所にリハビリテー

ション職種が少ないという環境が、リハビリテーション

職種との同行訪問が行われていない結果につながってい

ると思われる。

3-5 ケアマネジャーの専門職種との連携の意向

ケアマネジャーが住宅改修を行う過程で、生活を支援

する専門職種との情報交換や意見交換を通して、対象者

の生活状況や生活での希望を確認することが必要になる。

そこで、ケアマネジャーが専門職種との連携することの

意向、および専門職種との連携内容をどのように捉えて

いるかをみてみた。

今後住宅改修を進める上で、医療・保健・福祉・建築

分野の専門職種との連携や住宅改修の前後の訪問につい

ての取組み（以下、連携の取組み）について尋ねた。充

分な連携が取れていると感じているケアマネジャーは

22.8％で、連携を取るには問題があると感じているケア

マネジャーは77.2％であった。連携が取れていると感じ

ているケアマネジャーの平均経験年数は5.07年、連携を

取るには問題があると感じている者は 3.66 年と有意な

差があった。経験年数が少ないケアマネジャーの多くが、

連携の問題があると感じていた（図8）。

ケアマネジャーの連携の取り組みの意向と勤務してい

る事業所の併設サービスとの関わりをみてみた。連携を

取るには問題があると感じている群は、訪問看護・訪問

リハビリテーションの設置が有意に低いことから、事業

所内でも他の専門職種との交流も少ないと考えられる

（図9）。

連携の取り組みの意向と住宅改修を行う際の同行訪問

職種の関係をみると、連携を取るには問題があると感じ

ている群でリハビリテーション職種・社会福祉士・建築

工務店との連携が有意に少なかった。また、有意な差は

出なかったが、福祉用具販売業者との同行訪問は、連携

を取るには問題があると感じている群で多かった（図

10）。

連携を取るには問題があると答えたケアマネジャーに

は、リハビリテーション職種との継続した連携が少ない

傾向がみられた。リハビリテーション職種との連携の有

図７ 同行訪問職種別にみた事業形態
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図６ 事業所での併設サービス別にみた事業形態

図８ 実務経験年数別にみた連携の取組みの意向
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無と得られる情報の比較を行うと、連携のない者で「住

宅改修によって改善する生活内容」の情報が得られにく

いことにつながっていた（図11）。

ケアマネジャーと特にリハビリテーション職種との

連携を強めることで、住宅改修で改善できる生活内容に

関する意見交換を行うことができ、改修内容の具体的な

検討が可能になると考えられる。

3-6 「住宅改修が必要な理由書」の効果

2006 年の介護保険制度改正前と改正後を体験したケ

アマネジャーとして、実務経験3年以上及び、2006年 4

月以降に住宅改修経験のある71名を対象に、理由書に関

する分析を行った。

ケアマネジャーが新たな理由書の使用で行いやすくな

ったと感じている業務内容を尋ねた結果、「行いやすくな

ったものはない」が約70％を占めた（図12）。また、新

たな理由書の使用で負担が増した業務内容は、「対象者へ

の必要書式の記載とその案内の手間」が半数を占めた（図

13）。

新たな理由書の使用で、住宅改修過程で起こる問題の

抑制に効果があったと回答した者は41.9％、効果がなか

ったとの回答は 58.1％であった。前者は 2006 年 4 月以

降の住宅改修経験は平均7.33件、後者は5.36件で有意

な差があった。また、住宅改修経験が多いと理由書の使

用で、住宅改修過程で起こる問題の抑制に効果を感じて

いた。

さらに、理由書の効果あり群と効果なし群とで変化し

たと感じる業務内容を比較すると、前者は「工事費用･

内容･期間の確認」、「改修箇所･方法の検討」、「改修によ

り改善する生活内容の予測」の部分で有意な差があった。

また、有意な差はなかったが、医療・保健・福祉職及び

建築施工業者との連携に関しても効果が窺えた。効果を

図13 理由書の使用で負担が増えた業務
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図12 理由書の使用で行いやすくなった業務

図９ 事業所での併設サービス別にみた連携の取組みの意向
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図11 得られる情報とリハビリテーション職種との連携
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感じていない群で、「理由書の使用で行い易くなった業務

はない」との意見が有意に多かった（図14）。

以上より、新たな理由書は住宅改修過程での問題の抑

制に効果があると感じているケアマネジャーは、住宅改

修経験が多く、専門職種との連携の行いやすさを感じて

いる部分が窺えた。

しかし、新たな理由書は住宅改修過程での問題の抑制

に効果がないと感じているケアマネジャーは、理由書の

使用で行い易くなった業務はないと感じ、詳細になった

理由書の記載に負担を感じていた。

４．居住者からみた住宅改修過程での専門職種間の連携

4-1 調査対象者の概要

アンケート調査から、ケアマネジャーは居住者や専門

職種との連携に問題を感じている者が多いことが明らか

になった。その点を実証するために、住宅改修を行った

方に訪問調査を行った。

訪問した8事例全てが一戸建て持家に居住世帯であっ

た。事例を日常生活機能注 8）別に分けるとランクＡ1 名、

ランクＢ5名、ランクＣ2名で、大半が日中ベッド上の生

活が主体であるが座位を保つ方々であった。

8 事例中 6 事例が、何らかの生活上の不都合を感じて

住宅改修を実施した。住宅改修の目的は介護負担の軽減

が2事例、自立支援が6事例であった（表2）。

4-2 住宅改修過程での改修内容の検討方法

改修方法や工事内容を検討する過程でケアマネジャー

と居住者と施工者との連携機会の多さから連携状況を整

理すると、１）ケアマネジャーと居住者と施工業者で改

修内容と検討した事例、２）居住者と施工業者で改修内

容を検討し、一部ケアマネジャーが関与した事例、３）

居住者と施工業者で改修内容を検討した事例の３つに分

けることができた。

以下では、3 つの住宅改修過程でのケアマネジャーと

居住者と施工業者の連携内容と実施した住宅改修箇所へ

の不満とその内容を整理していく。

表２ 調査対象者の概要及び住宅改修の実施状況

図14 業務内容別にみた理由書の効果

Mann-Whitney検定：※※P<0.01 ※P<0.05
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１）ケアマネジャーと居住者と施工業者で改修内容と検

討した事例（事例Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ）

住宅改修過程でケアマネジャーと居住者の意見を集約

し、住宅改修の方針を検討し、施工業者と改修内容を検

討した事例で、いずれも改修箇所に対する不満は少なか

った。

事例Ａ、Ｂでは、介護者が介護方法をケアマネジャー

や関与する生活を支援する職種に意見を求め、改修方針

を具体的に伝え、改修内容を検討していた。

事例Ｃでは、介護福祉士である主介護者である娘が、

対象者の状況を把握した上で、ケアマネジャーと施工業

者と改修内容の検討を行っていた。

事例Ｆでは、家庭内での転倒がきっかけで、居住者を

含めたサービス担当者会議で改修の方針や内容の検討が

行われていた。しかしながら、対象者自身が希望する排

泄方法を十分にケアマネジャー等へ伝えることができな

かった点で、改修内容に対する不満が残っていた。

２）居住者と施工業者で改修内容を検討し、一部ケアマ

ネジャーが関与した事例（事例Ｅ、Ｈ）

住宅改修過程で、改修の具体的内容の検討の際にケア

マネジャーの関与が少なかった事例である。

事例Ｅでは、ケアマネジャーが手すりの取り付け位置

を施工業者にＦＡＸで伝達し、施行業者と居住者で工事

内容を確認していた。改修工事で浴室のタイルと同系色

の手すりが取り付けられ、視覚障害のある対象者には見

え難いものとなり、その部分に不満が残っていた。

事例Ｈでは、改修内容の検討をケアマネジャーと居住

者、施工業者で行っていた。居住者側が施工業者に改修

工事に関する希望を伝えたが、それに対する明確な返事

のないまま施工された部分が使い難く不満となっていた。

さらに、施工業者からの提案で追加した改修箇所も同様

に使い難く、その部分に不満が残っていた。

３）居住者と施工業者で改修内容を検討した事例（事例

Ｄ、Ｇ）

住宅改修過程で、ケアマネジャーの関与が殆どなかっ

た事例である。

事例Ｄでは、近隣や地域住民からの支援希望が強く、

住宅改修内容の検討は自宅の施工を行った近隣の工務店

と行っていた。ケアマネジャーは、住宅改修の申請の依

頼以外は関与していなかった。気温や天候により使用の

影響の少ない屋外手すりを希望するが、工務店側は希望

と違う工事を施工し、その部分の使い勝手が悪いとの不

満を持っていた。

事例Ｇでは、近隣の評判から関わりを持つようになっ

た工務店と改修内容の検討を行った。ケアマネジャーは

住宅改修の申請書式の準備のみの関与だった。改修内容

の検討の際、工務店側から廊下の手すりの設置を提案さ

れるが断った。改修後時々夜間廊下で転倒し、手すりを

設置しておけばよかったとの不満を持っていた。

以上の連携過程の異なる 8 事例の訪問調査結果から、

住宅改修を行う過程で、ケアマネジャーと生活を支援す

る専門職、施工業者が改修方針の検討を行った場合は、

居住者が改修箇所への不満が少なくなることが確認され

た。居住者にとって満足度の高い住宅改修を行うために

は、ケアマネジャーと専門職種間の充分な連携が必要な

ことが窺える。

５．まとめ

１）約80％のケアマネジャーが住宅改修過程で専門職種

間の連携を取ることに問題を感じていた。専門職種との

連携に問題を感じているケアマネジャーは、勤務する事

業所自体に専門職種が少ない環境にあり、そのことが専

門職種間の連携に影響を与えていることが窺えた。

２）ケアマネジャーは、住宅改修により改善する居住者

の生活内容の情報が得られにくいと感じていた。改修後

に改善する生活内容に関する情報を得るには、リハビリ

テーション職種との連携を深める必要性が考えられる。

３）約半数のケアマネジャーが、改修箇所が充分に機能

しない等の問題を体験しており、その原因は居住者の症

状の変化、居住者や建築関連職種との意見調整が不十分

なことにあると捉えていた。さらに、住宅改修を実施し

た居住者への訪問調査から、ケアマネジャーと居住者と

施工業者が調整する機会が少ない場合、改修内容の具体

化や住宅改修で変化する生活イメージが充分に検討でき

ず、改修箇所が充分に機能しないことが確認できた。

４）約40％のケアマネジャーは、新たな理由書の使用で、

住宅改修過程で起こる問題の抑制に効果を感じていた。

特に「改修により改善する生活内容の予測」が行いやす

くなったと感じ、住宅改修経験が多い者がその効果を実

感していた。

５）約70％のケアマネジャーは、新たな理由書への記載

に負担感を感じており、新たな理由書を使いこなすまで

には至っていないと推測される。新たな理由書が提示さ



れて2年であり、新たな理由書を使いこなしていくには、

今後経過を見ていく必要があろう。

以上より、ケアマネジャーと特にリハビリテーション

職種との連携を進めることで、住宅改修で改善できる生

活内容についての情報が密になり、より具体的な改修内

容の検討が可能になると考えられる。また、理由書を提

出書類として使用するだけでなく、ケアマネジャーと専

門職種間の情報の確認や改修内容の検討の材料として活

用していく必要性が示唆された。

注釈

1) 文献 1）～7）等に、専門職種間の連携に関する課題が指摘されてい

る。

2) 介護保険制度の見直し：2006 年 4 月実施。介護保険制度見直しの基

本的視点、「制度の持続可能性」、「明るく活力のある超高齢社会」、

「社会保障の総合化」の 3 つの柱から改革が行われた。一部改正の

基本的な視点は、①大きく予防重視システムへの変換、②施設給付

の見直し、③新たなサービス体系の確立、④サービスの質の確保、

⑤負担の在り方・制度運営の見直しの5つの柱から行われている。

3) 住宅改修の申請方法：改正前は①介護支援専門員へ相談→②住宅の

改修･代金の支払→③支給申請→④支給決定であった。改正後は①介

護支援専門員へ相談→②改修前の申請→③住宅の改修・代金の支払

→④改修完了後の届出→⑤支給決定となった。

4) 住宅改修が必要な理由書：被保険者の心身の状況及び日常生活上の

動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要

な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載する書式。

5) 本研究は、文献14）15）を加筆修正し、再考したものである。

6) 介護支援専門員実務研修受講試験：医療、保健、福祉職等の有資格

者や相談業務を行っていた者が一定の実務経験を有している場合に

受験資格が与えられる。試験に合格し、実務研修を受講後、都道府

県にケアマネジャーとして登録できる。都道府県に登録後、ケアマ

ネジャーとしての実務が可能になる。

7) 調査方法は、対象者へ直接配布し、郵送回収とした。調査内容は、

①ケアマネジャーの所属と勤務状況、担当ケース数等の一般情報、

②これまでに行った住宅改修での問題とその原因、③住宅改修を過

程での他の専門職種や他業種との連携範囲と内容とその頻度、④「住

宅改修が必要な理由書」の使用後の業務量の変化や内容とその効果

に関する４つの設問からなる20の質問を設定した。

8) 「障害高齢者の日常生活自立度」判定基準（厚生労働省）：地域や施

設等の現場において、保健婦等が何らかの障害を有する高齢者の日

常生活自立度を客観的かつ短時間に判定するための指標。自立度の

高い順からレベルが設定されている。ランクＪ・独力で外出できる。

ランクＡ・介助なしには外出できない。ランクＢ・日中ベッド上の

生活が主体であるが座位を保つことが可能。ランクＣ・１日中ベッ

ド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要するとの 4 段

階で判定する。
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